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１．被害想定 

   

（１）風水害等  

  ①想定規模 

    市域の被害が最大になると予想される重信川が氾濫した場合（想定最大規模：24 

時間総雨量 626mm）と石手川が氾濫した場合（想定最大規模：24 時間総雨量 705mm）

を想定する。 

 

  ②被害状況 

松山市地域防災計画の被害想定に準ずるものとし、かつ、空港については以下を

想定。 

   ・暴風によりライフライン等が一時途絶する。 

   ・豪雨による河川氾濫で空港周辺一帯が浸水する。 

 

（２）地震   

  ①想定規模 

    市域の被害が最大になると予想される中央構造線断層帯を震源とする地震（マグ

ニチュード 8）と南海トラフを震源とする地震（マグニチュード 9）を想定する。 

   

  ②被害状況 

    松山市地域防災計画の被害想定に準ずるものとし、かつ、空港については以下を

想定。 

   ・庁舎等に係るライフライン等の途絶による影響がある。 

   ・旅客ターミナル内の一部が停電。断水し、下水も使用不可になる。 

   ・滑走路、誘導路等の基本施設の一部が沈下により使用不可になる。 

 

   

２．統括的災害マネジメントに向けた目標設定 

（１）滞留者の安全・安心の確保 

・旅客及び職員の避難を最優先する。 

・発災後、72時間までは、電気、上下水道は非常用の備えで最低限必要な量を維持。 

・滞留者への食料、水、トイレの提供、通信環境、避難手段の確保を図る。 

 

（２）航空ネットワークの維持又は早期復旧 

・大規模地震により被災した場合には、72時間後までの運用再開を目指す。 

・特別警報級の気象（大雨、暴風）により被災した場合には、気象が回復後 24時間 

以内の運用再開を目指す。 

・発災後救急・救命活動の拠点としては極めて早期の段階で機能させる。 

 

３．「Pre-HQ」の設置 

（１）「Pre-HQ」の設置 

 ・松山空港において、警報級の災害となる可能性がある場合において、「Pre-HQ」が設
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置される。 

 ・「Pre-HQ」の構成は、松山空港事務所長、松山空港事務所総務課長、総務課主査、環 

境・地域振興課長、先任施設運用管理官、先任航空管制運航情報官、先任航空管制官、 

先任航空管制管技官とする。 

 

 

 

３．「A2-HQ」の設置  

（１）「A2-HQ」の設置 

・松山空港においては、設置基準に達する災害が発生した場合において、「A2-HQ」

（「A2-BCP」－Headquarters）が設置される。 

・「A2-HQ」事務局は松山空港事務所が担うこととし、設置場所は松山空港事務所  

 2階 危機管理室とする。 
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・各構成員の情報共有（本部招集時の連絡手段含む）については、メール及び電話連絡 

で行う。 

・設置基準については、以下の通りとする。 

① 松山市において、震度「6弱」以上の地震が発生した時。この場合、構成員は対策

本部に自動参集する。 

② 松山空港に係る飛行場台風警報又は飛行場大雨警報が発表され、もしくはその見

ＳＡＦＥＮＥＴ機器

総務課長

先任管技官

先任運情官

先任管制官

管技官

モニター

973-9208

973-
9142

内線237
（外線可能）

973-
9886

内線238
（外線可能）

消防等
業務請
負業者

環地課長
管技官

先任施設官

空港
ビル

日本
航空

全日本
空輸

関
係
機
関
等

現地対策本
部長

（空港長）
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通しがある場合であって、松山空港長が関係者と総括的な調整を行い、その設置

が必要と認めた時。この場合、状況に応じ必要な関係者を招集する。 

 

（２）「A2－HQ」の構成 

・「A2－HQ」の構成は下記の通りで、本部長を松山空港事務所長、副本部長を松山空港

ビル株式会社 専務取締役とする。 

 

 

・現場の意思決定者は本部長とし、副本部長は本部長を補佐する。なお、本部長不在の

場合の代行順位は、①総務課長、②先任航空運航情報官、③先任施設運用管理官とす

る。 

 

（３）「A2-HQ」の役割 

・「A2-HQ」は、次の事項を行う。 

①災害に関する情報の一元的な収集、記録・整理、関係機関等への発信。 

※国土交通省航空局や関係自治体との情報共有や報道機関への情報提供等。 

※第一報は 15分以内が目標。 

②被害状況に基づく対応方針の決定及び計画実行の判断。 

※空港（滑走路等）や旅客ターミナルビルの閉鎖・再開の可否の判断含む。 

③決定事項に基づく関係機関への指示・要請。 

※滞留者への対応も含む。 

④被災・復旧状況に応じた外部機関等への各種要請。 

※TEC-FORCE や自衛隊への派遣要請等。 

⑤運航状況の把握（情報収集）。 
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【「A2-BCP」の参集イメージ】 

 

       〇関係機関において、死傷者の有無、航空機の現状、運航状況等を把握し、事務局に 

災害      情報を報告。 

発生直後   〇事務局は国土交通省航空局に連絡（第一報は 15分以内）。 

       〇関係機関において、運航再開のための機能復旧に要する時間等を整理。 

       〇設置基準に基づき「A2-HQ」を設置（自動参集又は事務局からの招集連絡）。なお、

リモートによる参集も可能。 

 

⇓ 

 

［30分後］  〇対応方針や計画実行の決定       ・広報方針の決定。 

本部の招集   ・傷病者を含む滞留者への       ・関係機関の対応（役割分担）を確認。 

対応、空港外への避難の要否。    ・外部機関へ支援要請。 

        ・滑走路等の空港施設の復旧、      

         運航再開の見通し。 

         

 

４．B-PLAN（Basic Plan：基本計画） 

４－１．滞留者対応計画 

（１）被害想定 

・電力、通信機能、上下水道が停止している。 

・洪水により空港内の各所及び市内全域が水没している。 

・滞留者は、旅客等のターミナルビル利用者と空港内従業員を合わせて最大約 1,300

人（国内線旅客約 480人、国際線旅客約 290人）、空港内に最大 72時間滞在。 

※ 滞留者は、避難手段の確保（構内道路の啓開、バス、レンタカーの確保）にあわせて

徐々に減少する。 

 

（２）行動目標 

  ・発災後、空港内旅客の避難を速やかに完了させるとともに、負傷者等への対応にあ

たり、2時間以内に空港内の滞留者の人数を把握。 

・更なる滞留者に増加を防ぐとともに、訪日外国人を含む空港内の滞留者に対しても、

運航情報、二次交通、代替交通手段等の情報の周知を徹底。 

・発災後 3日間（72時間）滞留者が空港内で滞在できるよう、想定される最大空港滞

留者に対応した備蓄品（非常食、毛布、簡易トイレ等）を確保。 

・通信環境の確保の観点から、Wi-Fi 環境、コンセントプラグ等の携帯電池の充電環

境を提供。 

・空港アクセスが機能していない場合において、航空旅客等の空港の滞留が必要と認

められる場合は、国内線および国際線の危険物所持制限エリアを開放するなど滞留

者のスペース確保に努める。 

・空港内に滞留者が発生した場合は、道後温泉旅館協同組合、愛媛ホテル協会及び伊

予鉄バスと協議を実施。 
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【ターミナルビル国内線】 

 

 

 

 

 

 

 

【ターミナルビル国際線】 

搭乗待合室の座席数 370席 

国際線 2階保安エリア面積 約 2,746㎡ 

〃  危険物所持制限エリア面積 約 1,076㎡ 

国際線 1階保安エリア面積 約 1,383㎡ 

 

 

 

（３）役割分担 

＜表４－１－１：関係機関の役割分担＞ 

 

 

事前の備え 災害発生直後 応急復旧時 

空港管理者 

 

・各エアラインとの連携

の枠組みを予め調整 

 

 

 

 

 

・関係機関（小型機運航者

含む）からの被害状況の

収集・整理 

・国土交通省航空局への被

害状況等の連絡 

・「A2-HQ」の設置 

（構成員の招集） 

・医療機関への支援要請 

・緊急物資の受け入れ 

・空港外の航空旅客に対す

る情報提供 

 

 

 

 

 

乗待合室の座席数 516席 

国内線 2階保安エリア面積 約 2,816㎡ 

〃  危険物所持制限エリア面積 約 1,658㎡ 

国内線 1階保安エリア面積 約 957㎡ 

〃  危険物所持制限エリア面積 約 125㎡ 
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松山空港ビル（株） ・多言語メガホン、自動

翻訳機、プラカード、

ピクトグラム、拡声器

の準備 

・備蓄品の準備 

・滞留スペースの事前検討 

・航空旅客の避難誘導 

・滞留者の人数把握 

・滞留者スペースの確保 

・電源、通信、上下水道等

の確認 

・空港内旅客及び空港外へ

の情報発信 

・外国語に対応するコミュ

ニケーション手段の確保 

・関係機関への協力要請 

・空港外の航空旅客に対す

る情報提供 

 

・非常食や飲料水

の配布 

・毛布等の提供 

・携帯電話等の

充電器の提供 

・簡易トイレの

提供 

航空会社 ・備蓄品の準備 ・空港ビルと共同し、旅客

の安全確保・情報提供 

 

・非常食や飲料水

の配布 

 愛媛県  ・連携体制の構築 

 

 

松山市  ・滞留者避難先の案内  

CIQ関係機関  ・出入国管理の緊急対応  

バス会社   ・運行再開の計画 

消防、医療機関  ・負傷者への対応  

愛媛県警、警備会社 
 

・空港内の避難・誘導、秩

序の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【機密性２情報】 

- 8 - 

＜表４－１－２：タイムテーブル＞ 

経過時間 被災状況 
対応者 

空港事務所 松山空港ビル（株） 航空会社 その他機関 

災害発災 

直後 

交通機関が

不通 

被害状況の収

集・報告 

   

0.5時間後  本部構成員の 

招集 

滞留者の人数把握 

（概算） 

旅客の誘導  

1時間後   避難場所の設定 

滞留者の誘導 

 

備蓄品の提供 

通信環境の確保 

 

 減便、欠航

の判断 

  

 民航機の運

航調整 

 

24 時間後      

48 時間後   

  

 

 

  

72 時間後 滞留の解消 運航再開 避難場所の閉鎖 運航再開  

※ 河川による空港浸水から水が引く時間は、最大 54 時間を想定。空港の復旧作業は最大 54 時間後か

ら開始。 

 

４－２．早期復旧計画 

（１）被害想定 

① 風水害等 

  ・台風、豪雨により電力、通信機能、上下水道が停止している。 

  ・台風、豪雨による洪水により、14側（海側）末端滑走路・誘導路以外の滑走路、誘

導路、空港ターミナル、空港事務所等が浸水する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

輸送手段

の確保 

 

医療従事者 

の派遣 

 

対策本部と連

携・情報共有 

緊急物資の

受け入れ 

関係機関と 

情報共有 

医療機関

への支援

要請 

：土砂・瓦礫の堆積想定範囲（最大浸水範囲） 
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図１.１ 最大被害時の施設状況、漂流物の漂着想定範囲（重信川が氾濫した場合［24時

間総雨量 626mm］）。 

※ 河川による空港浸水から水が引く時間は、重信川 48 時間、石手川 54 時間以内を想定

（土砂撤去を含まず）。 

 

 

救急・救命活動に必要となる空港機能および施設 

滑走路 
滑走路上に臨時ヘリパッドの設置（約 700m×

45m）、エプロン駐機航空機の退避 

誘導路 
エプロン駐機航空機および GSE 車両等の退避（約

700m×25m） 

管制通信施設 ガンセット等 

電源設備 200KVA 2基（CAB） 

給油施設 
災害対策用回転翼機等の燃料確保、給油車両の動

線確保 

 

※ 松山空港に浸水被害がない場合の防災ヘリ等の駐機は、原則、既存スポット 10 番～18

番及び B スポットを割り当てるが、防災ヘリ飛来が既存スポットの未使用数を上回る

と判断した場合、6番及び 7番スポットを臨時スポットとして使用する。 

 

6番スポット （27.5m×20.0m）×5スポット 

7番スポット （17.0m×15.0m）×6スポット 

 

 

対象施設 空港機能・施設の被害 

滑走路、誘導路 

エプロン 

 

エプロン付近で航空機、GSE車両等の漂流 

土砂・瓦礫 5,970m3 

松山空港事務所 1階天井付近まで浸水、機能消失 

航空灯火 空港全域灯火、電源局舎１階機器室 

電源局舎 1階天井付近まで浸水、機能消失 

セキュリティ 制限区域確保不可 

消火救難施設 消防庁舎および車両被害、機能喪失 

地上支援車両 地上支援車両被害、機能喪失 

給油施設 給油施設の電気設備損傷、燃料供給機能喪失 

ターミナルビル 1階天井付近まで浸水、機能消失 
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図１.２ 運航再開に必要な漂流物撤去範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

 

エリア 面積（m2） 体積（m3） 備  考 

Ａ 6,424.87㎡ 2,800×2.5 緩衝緑地 高さ 2.5ｍ 

B 23,102.26㎡ 20,100×2.5 〃 

C 17,964.56㎡ 15,500×2.5 〃 

D 50,522.71㎡ 18,800×2.5 〃 

図１.３ 空港場内の漂流物仮置き場候補地 

 

※ 土砂・瓦礫等の撤去は重機等調達状況により、374時間以上の時間を要する可能性があ

る。 

 

 

エリア A 

エリア B エリア C 

エリア D 

：漂流物撤去が必要なエリア   

【運航再開施設】  
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（２）地震 

・地震により電力、通信機能、上下水道が停止している。 

  ・地震の場合、14側（海側）500ｍ部の基本施設が使用不可になる。 

・滑走路、誘導路等の基本施設の一部が沈下により使用不可になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２.１ 最大被害時の被害想定範囲（中央構造線断層帯を震源とする地震［ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 8］） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２.２ 運航再開に必要な復旧範囲 

 

 

 

：復旧が必要なエリア（規定勾配(1％)の確保） 

             （計器施設の復旧） 

   

× 
× 

× × 

：液状化による沈下が想定されるエリア  

：構造物の安定性を満足しない × 

【運航再開施設】  

：復旧が必要なエリア（規定勾配の確保） 

             （計器施設の復旧） 
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（２）行動目標 

  ・発災時後、現地総合対策本部を設置し、土木施設、建築施設、機械施設、無線施設、

航空灯火、電気施設、ターミナル施設等の被害状況を把握する。 

・発災後、24時間以内に必要な職員及び従業員が空港内に参集できるよう、体制を構

築。 

・救急・救命作業活動の拠点としての機能確保。 

・発災後、緊急物資、人員輸送に使用する施設の利用計画、航空機の運航計画の調整

を実施するとともに、72時間内に滑走路を確保し、民航機の運航を再開できる環境

に回復される（被害により運航を制限する場合がある）。 

（３）役割分担 

＜表４－２－１：関係機関の役割分担＞ 

 

 

事前の備え 災害発生直後 応急復旧時 

空港管理者 
・滑走路等の基本施設

にかかる耐震対策 

・排水・浸水対策（管 

渠、護岸嵩上げ等の 

整備） 

 

※四国地方整備局松山

港湾・空港整備事務

所と調整 

・基本施設、無線施

設、灯火・電気施設

の被害状況の確認 

・関係機関からの被害状況

の収集・整理 

・国土交通省航空局等へ

の被害状況の報告 

・「A2-HQ」の設置 

（構成員の招集） 

・基本施設、無線施設、灯

火・電気施設の復旧 

※基本施設の復旧については

四国地方整備局松山港湾・

空港整備事務所と調整 

・ヘリパット、滑走路短縮運

用時の具体的な協議 

・TEC-FORCEの派遣要請 

松山空港ビル（株） ・旅客ターミナルビ

ル及び各主要施設

の耐震化 

 

・旅客ターミナルビル及

び各主要施設の被害状

況の確認と空港管理者

への報告 

・立入禁止区域の明示及

び応急処置 

・旅客ターミナル及び主要

施設の復旧 

航空会社 

（ハンドリング会社） 

 ・航空機やGSE車両の 被

害状況の確認と空港管

理者への報告 

・各施設機能の回復 

・民間航空機の運航再開に

向けた調整 

愛媛県   ・連携体制の構築 

愛媛県警、警備会社 

 

 
・空港、空港周辺の交通

整理 
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＜表４－２－２：タイムテーブル＞ 

経過時間 被災状況 対応者 

空港事務所 松山空港ビル（株） 航空会社 その他機関 

災害発災 

直後 

ライフライ

ンが停止 

    

0.5時間後  本部構成員

の招集 

基本施設の 

点検 

基本施設の点検 

立入禁止区域の 

設定 

基本施設

の点検 

 

1時間後    

 

 

 

 

 

 

 

24 時間後      

48 時間後   

  

 

 

  

72 時間後 施設の復旧 運航再開 避難場所の閉鎖 運航再開  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策本部と情報 

共有 

輸送手段の確保 

 

医療機関の支援 

要請 

 空港、空港周辺

の交通整理 

 

施設の機

能回復 

被災情報

の把握 

被災情報の把握 

ビルの機能停止

の判断 

被災情報

の把握 

運航再開に

向けた調整 
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５．S-Plan（Specific-functional Plan：機能別の喪失時対応計画） 

５－１．電力供給機能 

（１）被害想定 

  ・大規模地震や豪雨災害の発生により送電施設が被災し、松山空港への電力供給が寸

断され、その復旧に 3日以上を要する場合を想定   

※ 空港ビル、エアライン、CIQ用の発電機は高層階に設置されている。 

（２）行動目標 

  ・電力共有が停止した場合、即時に非常用発電設備へ切り替える。 

・救難機、救援物資輸送機の運航が可能となるよう、管制、保安設備等への 72 時間

の電力供給を確保。 

・商用電源が復旧するまでの間、非常用電源設備が可能な限り稼働するよう体制を確

保。 

 

（３）役割分担 

＜表５－１－１：関係機関の役割分担＞ 

 

 

事前の備え 災害発生直後 応急復旧時 

空港管理者 ・電源施設等に対する

水密性扉等の設置 

・非常用電源設備やそ

の稼働のための十分

な燃料の確保 

・四国電力（株）に対する各

種要請（早期復旧や電源車

の派遣、他の変電所からの

送電等） 

・大阪航空局管制技術課・交通

管制機械システム室へ可搬型

発電機の搬入要請 

・（必要に応じて）VFRに

よる離着陸を可能とす

るための体制の構築 

松山空港ビル（株） ・非常用電源設備やそ

の稼働のための十分

な燃料の確保 

・非常用電源活用時の

寒暖対策への対応 

・携帯電話等の充電器の

手配 

・旅客ターミナルビル内の電

源施設等の被害状況の確認

（機能喪失の原因究明） 

・（必要に応じて）旅客 

ターミナルビル内の電力供

給エリア（滞留者の 待機エ

リア）の限定化 

・被災情報の発信 

・（旅客ターミナルビル

内の電源 

施設等に異常があっ

た場合） 

電源施設等の復旧 

航空会社 

（ハンドリング 

会社） 

・非常用電源供給により

運航に係る機能確保が

可能な範囲の確認 

・旅客への情報提供を実施 ・運航するために必要

な電力の確保 

電力会社 
 ・対策本部との情報共有 ・商用電力の復旧 
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警察・消防等 

（当該空港を拠点

として救援活動等

を実施する機関） 

・非常用電源供給により

運航に係る機能確保が

可能な範囲の確認 

  

 

 

 

＜表５－１－２：タイムテーブル＞ 

経過時間 被災状況 対応者 

空港事務所 松山空港ビル（株） 航空会社 電力会社 

災害発災 

直後 

電力供給 

停止 

被害状況の収集・

報告 

   

0.5時間後  本部構成員の招集  

 

 商用電源の復旧

作業 

1時間後    

 

 

 

  

  

  

 

24 時間後    民航機の運航 

を再開調整 

 

48 時間後   

  

 

 

  

72 時間後 電 力 供 給 

復旧 

商用電力の復旧 商用電力の復旧 平常運航 商用電力の復旧 

 

 

５－２．通信機能 

（１）被害想定 

・地震の発生により、空港で使用される業務用ネットワーク及び一般電話が通信困難

となり、復旧に 3日以上を要する場合を想定。 

 ※松山空港が市街地に設定されており、一般回線は市域と同時に復旧することが見

込まれるため、空港業務用ネットワークの機能回復を主に検討。 

 

（２）行動目標 

  ・総合対策本部を設置し、空港内の通信状態について情報を収集。 

・通信障害が発生している通信事業者に対して復旧作業の要請。 

・旅客、空港内滞留者等への通信被害の状況、復旧見通し等の情報提供。 

 

対策本部と情

報共有 

非常用電源

設備の稼働 

関係機関と情報

共有 

非常用電源設備

の稼働 

空港利用者への

情報提供 

空港外への情報

提供 

旅客に情報提供 

民 航 機 の

減 便 ・ 停

止の検討 
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（３）役割分担 

＜表５－２－１：関係機関の役割分担＞ 

 

 
事前の備え 災害発生直後 応急復旧時 

空港管理者 ＜連絡体制の構築＞ 

・「A2-HQ」構成員との連

絡体制の構築 

・代替通信手段（衛星電

話等）の準備 

＜滞留者への対応＞ 

・通信環境の情報収集 

・通信会社に対する移動

基地局の派遣要請 

・通信事業者との情

報共有 

松山空港ビル（株） ＜連絡体制の構築＞ 

・代替通信手段（衛星電

話等）の準備 

＜滞留者への対応＞ 

・通信基地局の耐震性や

耐水性の確保 

・WI-FI環境の整備 

・通信被害状況の把握 

・復旧見通しの情報提供 

・通信手段の確保 

＜滞留者への対応＞ 

・WI-FIが利用可能

なエリアについ

て滞留者に対し

て情報提供 

通信事業者  ・通信被害状況の把握 

・応急復旧要員の確保 

・応急復旧計画の策定 

・応急復旧用資材の

調達 

・通信設備の復旧 

警察・消防等 

（当該空港を拠点と

して救援活動等を 

を実施する機関） 

＜連絡体制の構築＞ 

・代替通信手段（衛星

電話等）の準備 
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＜表５－２－２：タイムテーブル＞ 

経過時間 被災状況 対応者 

空港事務所 松山空港ビル（株） 通信事業者 

災害発災 

直後 

通信障害 被害状況の収集・

報告 

  

0.5時間後  本部構成員の招集 通信被害状況の把握 

 

通信被害状況の把握 

 

1時間後   Wi-Fiが利用可能なエリ

アについて滞留者に対

して情報提供 

 

復旧見通しの情報提供 

  

  

  

24 時間後     

48 時間後   

  

 

 

 

72 時間後 通信復旧  通信復旧 通信復旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通信会社に対する

移動基地局の派遣

要請 

通信環境の情報収

集 

応急復旧要員の確保 

応急復旧計画の策定 

応急復旧用資材の調達 

通信設備の復旧 
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５－３．上下水道機能 

（１）被害想定 

・大規模地震の発生により水道施設に損傷が発生し給水停止（復旧未定）、また、下

水道施設についても機能停止を想定。 

（２）行動目標 

  ・使用トイレ数の制限、テナント等の節水又は営業制限を実施し空港利用者（滞留者

を含む）の生活環境を確保。 

・下水道施設が復旧するまでの間、簡易トイレ 1 日分及び仮設トイレ（2 日以降）確

保。 

・発災後 72時間以降の飲料水を確保するため、関係機関に給水車の手配を調整。 

（３）役割分担 

＜表５－３－１：関係機関の役割分担＞ 

 

 

事前の備え 災害発生直後 応急復旧時 

空港管理者 ・備蓄品（飲料水、簡易ト

イレ）の準備 

・自衛隊や水道局に対する

給水車の派遣要請 

 

・業務遂行に必要な

職員の水、簡易ト

イレを確保 

松山空港ビル（株） ・タンク容量の確保 

・水道管の耐震化 

・停電時でもポンプ等電力

を必要とする施設が機能

するための準備 

・飲料水及び簡易トイレの

確保 

・松山空港管理の上下水道

施設の緊急点検 

（機能喪失の原因究明） 

・（必要に応じて）関係機関

への飲料水の供給要請 

・上下水道設備の復旧 

・上水の使用制限やト

イレの使用可否につ

いて滞留者に対する

情報提供 

松山市  ・松山市が管理する上下水

道施設の被害状況及び復

旧に関する情報共有な

ど、連携体制の構築。 

・給水要請への対応 
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＜表５－３－２：タイムテーブル＞ 

経過時間 被災状況 対応者 

空港事務所 松山空港ビル（株） 松山市 

災害発災 

直後 

上下水道 

停止 

被害状況の収集・

報告 

上下水道の緊急点検 

 

 上下水道の被害の把握 

0.5 時間後  本部構成員の招集 ビルの機能停止の判断 給水要請への対応 

1時間後   空港利用者への情報提供 

 

空港外への被災情報提供 

仮設トイレの確保・設置 

旅行者・滞留者の飲料水

確保 

 

 関係機関と情報共有 

 

  

  

24時間後     

48時間後   

  

 

 

 

72時間後 上下水道 

復旧 

  ※被害想定の地震に対し

ては、72 時間後の上下

水道施設の復旧は困難

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係機関と情報共

有 

必要に応じ自衛隊

や水道局に給水車

の派遣要請 
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５－４．燃料供給機能 

（１）被害想定 

  ・大規模地震等により地域の電力供給が停止し、更に、松山空港への燃料供給が寸断

されその復旧に 3日間要する場合を想定。 

（２）行動目標 

  ・発災後、航空機燃料用給油施設の被害状況を把握し、早期に施設機能の回復作業を

実施 

・1 日（24 時間）以内に緊急物資・人員輸送に必要となる航空機・GSE 車両用燃料を

確保 

・3日（72時間）以内に定期便を就航できる航空機・GSE車両用燃料を確保 

（３）役割分担 

 

＜表５－４－１：関係機関の役割分担＞ 

 

 

事前の備え 災害発生直後 応急復旧時 

空港管理者  ・藤村石油(株)（燃料供給

事業者） から備蓄燃料

の残量や被災状況に対す

る情報の収集・整理 

・関係機関（国や関係自治

体等）に対する燃料の供

給要請 

 

藤村石油 

（燃料供給事業者） 

・タンク容量の確保 

・給油施設の点検 

 

・燃料保有量の確認               ・給油施設の応急措

置及び機能回復 

・燃料の品質確認 

松山空港ビル（株） ・発電機用燃料タンクの

容量確認 

  

航空会社  ・航空機、GSE車両の燃料

の保有量の確認及び確保 

・燃料供給事業者との

必要となる燃料供給

量等の情報共有 

警察・消防等 

（当該空港を拠点と

して救援活動等を 

を実施する機関） 

・愛媛県警、自衛隊、愛

媛県、松山市と出光ア

ビエーションと基本契

約締結 

※ 愛媛県以外との自治体

等は別途調整が必要 

・藤村石油(株)（燃料供給

事業者）への優先供給の

依頼 
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＜表５－４－２：タイムテーブル＞ 

経過時間 被災状況 

対応者 

空港事務所 松山空港ビル（株） 航空会社 藤村石油 警察・消防 

災害発災

直後 

燃料の停止 被害状況の収

集・報告 

    

0.5時間後  本部構成員の

招集 

発電機用燃

料の確認 

 給油施設の

復旧 

 

1時間後   発電機用燃

料の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

24時間後       

48時間後   

  

 

 

   

72時間後 運航再開 運航再開 施設の通常復旧 運航再開   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空港ビル、

航空会社等

との情報共

有及び給油 

燃料の確保 

 

関係機関

に対する

燃料の供

給要請 

関係機関と

情報共有 

航 空 機 ・

GSE 車両の

燃料確認 

燃料給油

事業者と

の調整 
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５－５．空港アクセス機能 

（１）被害想定 

  ・地震、洪水等により、市内とのアクセスが寸断されており、通行可能な道路も各所

で渋滞が発生している。緊急輸送道路に指定されている新空港通り、空港通りまで

の経路の復旧予定が不明な場合を想定。   

（２）行動目標 

  ・道路の啓開状況、渋滞の発生状況を把握し市内への迂回路及び道路情報を取得し空

港バスルートを確保する。 

（３）役割分担 

＜表５－５－１：関係機関の役割分担＞ 

・地方運輸局との連絡体制構築及び被害情報の共有は大阪航空局において一括で情報を収集 

 する計画 

 

 

事前の備え 災害発生直後 応急復旧時 

空港管理者 ・空港アクセス事業者と

連絡体制の構築 

・鉄道、道路等の被害、

啓開、復旧の状況に関

する情報の収集・整理 

・滞留者が空港から目的地

に移動するための外部機

関への支援要請（愛媛

県、松山市、陸上自衛隊

松山駐屯地中部方面特科

隊、第六管区松山海上保

安部） 

・滑走路等の空港施

設の復旧に資する

資機材や人員等の

空港への搬入輸送 

ルートの確保 

（ 関係自治体の 

 災害対策本部等 

との調整） 

道路管理者 

 

・空港アクセス道路の耐

震性の確保 

・空港アクセス道路の被害

状況の確認と空港管理者

への報告 

・空港アクセス道路

の機能回復 

バス事業者 ・アクセス道路の不通時

における代替ルートの

整理 

・バスの運行状況の確認と 

空港管理者・地方運輸局

への報告 

・（必要に応じて） 

増発や臨時便の

調整 

松山空港ビル（株）   ・滞留者の滞在

場所の確保 

・滞留者に対する

代替交通手段の

運行情報の提供 

航空会社    ・国内外各空港の旅

客への復旧状況の

情報提供 
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＜表５－５－２：タイムテーブル＞ 

 

経過時間 被災状況 
対応者 

空港事務所 松山空港ビル

（株） 

航空会社 道路管理者 バス会社 

災害発災

直後 

交 通 機 関

が不通 

被害状況の

収集・報告 

    

0.5 時間後  本部構成員

の招集 

旅客の誘導 

滞留者の人数 

把握 

旅客の誘導   

1時間後   避難場所の 

設定 

 

代替交通機関

の情報提供 

 

 

 

 

  

  

  

  

24 時間後       

48 時間後   

  

 

 

   

72 時間後 空港ｱｸｾ ｽ

の回復 

滞留者解消 避難場所の閉鎖 運航再開 空港ｱｸｾｽの 

回復 

通常運行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策本部 

と情報 

共有 

輸送手段

の確保 

 

旅客にア

クセス復

旧状況の

情報提供 
関係機関に

情報提供 

輸送ルー

トの確認 

 

臨時バスの

運行再開 

関係機関

から情報

収集 

被害状況 

の把握 

被害状況 

の報告 
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６．その他必要に応じて策定する計画 

 ６－１．復旧体制の確立 

 

 ６－２．貨物施設復旧計画 

 

（１）被害想定 

・地震、台風、豪雨等により、貨物施設の一部が損傷し、冷蔵設備等が使用不可。 

（２）行動目標 

  ・災害発生後、72時間以内に貨物施設機能を回復。 

  ・基本施設等の安全確認が取れ次第、滞留貨物については、72時間以内に他空港に搬

出。 

  ・さらに、他空港への輸送が困難な滞留貨物についても、災害発生後の運営開始に支

障がないよう適切に処理。 

（３）役割分担 

＜表５－２：関係機関の役割分担＞ 

 

 

事前の備え 災害発生直後 応急復旧時 

空港管理者 

 ・松山空港ビル（株）から

貨物施設の被害状況に関

する情報の収集・整理 

 

松山空港ビル（株） 

・臨時保管場所の調整 
・建物及び設備の被害状況

の確認と空港管理者への

報告 

・被害設備等の

修理業者への

手配 

・貨物取扱事業

者への連絡と

貨物の避難先

等の確認 

航空会社 

・滞留貨物発生時の

取扱いの調整 

（対税関、対荷主、

対フォワーダー等） 
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７．外部機関との連携 

  ・救急、救命フェーズ、旅客避難フェーズ、施設復旧フェーズの各状況に応じた各機

関（四国地方整備局、四国運輸局、第六管区海上保安本部、陸上自衛隊、愛媛県、

松山市、土木施設維持事業者、航空灯火維持事業者、伊予鉄バス、四国電力、藤村

石油等）と現地合同対策本部との相互支援に関する関係を構築する。 

 

なお空港アクセスについては、「５－５．空港アクセス機能」において有事の際の

実効性を確保しており、協定等の締結は行っていない。 

 

８．情報発信 

（１）整理すべき情報と担当機関 

   

整理すべき情報 担当機関 

管理施設の被害及び復旧状況 
松山空港事務所、松山空港ビル（株）、藤村石油（株） 

空港内の滞留者の状況 松山空港ビル（株） 

地震等の災害の状況 松山地方気象台 

民間航空機の運航計画及び運航

状況 

全日本空輸（株）松山空港所、日本航空（株）松山空港所、

ジェットスタージャパン（株）、（株）済州航空 松山支

店、エバー航空 関西支店、エアプサン(株) 

旅客ターミナルビルや駐車場の

運用状況 

松山空港ビル（株）、空港振興・環境整備支援機構松山事

務所 

空港アクセスの運行状況 
愛媛県 ・伊予鉄バス（株） 

空港周辺の道路状況 

道路管理者（国道：四国地方整備局松山河川国道事務所、

県道：愛媛県土木部道路維持課、市道：松山市道路河川管

理課）、松山空港派出所 

 

（２）情報の集約と発信 

① 上記（１）で整理された情報について、総合対策本部で集約。 

② 集約した情報を「A2-HQ」および担当機関等各構成員に提供。なお、その情報は

現場の担当レベルまで正確に共有。併せて、以下に対しても上記情報を提供。 

   ・国土交通省航空局災害対策本部  

   ・大阪航空局災害対策本部  

     連絡先一覧は別途「A2-HQ」構成員に配布。 

             ⇓ 
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③ 滞留者に対して、松山空港ビルが情報を提供。 

④ 「A2-HQ」が関係機関と調整の上、報道機関に対し情報を発信。 

 

 

８．訓練計画 

（１）訓練の実施 

・「A2-HQ」主催の訓練（関係機関との情報伝達訓練等）を毎年 5月目途に実施。 

  ・訓練の企画・立案は松山空港事務所が実施。 

  ・訓練の実施後、アンケート調査を実施し、参加機関の要望や提案等を募る。 

  ・訓練の結果等を踏まえ、必要に応じて、A2－BCPの改訂を行う。 

（２）日常点検の実施 

  ・最低年 1 回、松山空港事務所、松山空港ビル(株)、藤村石油(株)は、非常用電源の

稼働確認を実施。 

  ・最低年 1 回、松山空港事務所、松山空港ビル(株)は、非常食、飲料水、非常用トイ

レ、毛布等、備蓄品の確認を実施。 

  ・最低年 1 回、松山空港事務所、松山空港ビル(株)、藤村石油(株)は、法令点検を必

要としない非常用機器の動作確認を実施。 

 

 

９．各施設の担当部署と技術者の配置状況 

（１）基本施設 

  ・松山空港事務所施設運用管理官【土木職 1名、機械職 1名】 

   ※ただし、大規模な災害復旧工事に当たっては、地方整備局組織規則第 10 条 8 に

則り、四国地方整備局が実施。 

（２）無線施設 

  ・松山空港事務所航空管制技術官【航空管制技術職 2名】 

（３）灯火・電気施設 

  ・松山空港事務所施設運用管理官【灯電職 1名】 

（４）旅客ターミナルビル 

  ・松山空港ビル（株）【施設部 5名】 

 

 


